
南
宮
式
部
卿
貞
保
親
王
に
つ

い
て

は

じ

め

『
源
氏
物
語
』
横
笛
巻
に
は
、
柏
木
遺
愛
の
笛
の
由
来
が
語
ら
れ

る
中
に
、
「
故
式
部
卿
宮
」
の
名
が
見
え
る
。
古
注
釈
は
、
こ
れ
に

陽
成
院
の
御
弟
の
南
宮
式
部
卿
貞
保
親
王
を
当
て
て
い
る
。
石
田
穣

二
氏
は
、
貞
保
親
王
を
当
て
る
こ
と
に
つ

い
て
古
注
釈
を
検
討
し
た

上
で
断
定
は
無
理
と
さ
れ
、
作
中
人
物
と
し
て
は
撞
斎
院
の
父
を
よ

(
1
)
 

し
と
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
和
夫
氏
は
貞
保
親
王
を
擬
す
る
こ
と
を

「
糸
竹
の
名
手
で
逸
話
も
多
い
か
ら
不
都
合
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
「
故
式
部
卿
宮
」
は
紫
上
の
父
を
指
す
と
考
え

(
2
)
 

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
も
う
少
し
貞
保
親
王
の
事
績
を
た
ど
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
物
語
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

藤

j可

家

日百

利

故
式
部
卿
宮

横
笛
巻
の
終
り
の
と
こ
ろ
で
、
源
氏
は
、
タ
霧
が
一
条
御
息
所

か
ら
献
上
さ
れ
た
柏
木
遺
愛
の
笛
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
そ
の
笛
は
こ
こ
に
見
る
べ
き
ゅ
ゑ
あ
る
物
な
り
。

か
れ
は
陽

成
院
の
御
笛
な
り
。

そ
れ
を
、
故
式
部
卿
宮
の
い
み
じ
き
も

の
に
し
た
ま
ひ
け
る
を
、
か
の
衛
門
督
は
、
童
よ
り
い
と
こ

と
な
る
音
を
吹
き
出
で
し
に
感
じ
て
、
か
の
宮
の
萩
の
宴
せ

ら
れ
け
る
目
、
贈
物
に
と
ら
せ
た
ま
へ
る
な
り
。
女
の
心
は

深
く
も
た
ど
り
知
ら
ず
、
し
か
も
の
し
た
る
な
な
り
」
な
ど

の
た
ま
ひ
て
、
「
末
の
世
の
伝
へ
は
、
ま
た
い
づ
方
に
と
か
は

思
ひ
ま
が
へ
ん
。

さ
や
う
に
思
ふ
な
り
け
ん
か
し
」
な
ど
思

し
て
、
こ
の
君
も
い
と
い
た
り
深
き
人
な
れ
ば
、
思
ひ
寄
る
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こ
と
あ
ら
む
か
し
、
と
思
す
。

(

四
、
三
五
五
j
六
頁
一

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
注
釈
書
類
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
先
ず

『河
海
抄
』
は
こ
う
注
し
て
い
る
。

式

部

卿

宮

萩

宴

事

可

勘

此
式
部
卿
宮
誰
人
乎
陽
成
院
の
御
伝
と
あ
れ
は
彼
皇
子
歎
然

者
元
局
一整
区
謀
部
卿
元
利
親
王
需
式
部
卿
両
人
の
間
歎

但
此
人
々
強
管
弦
之
名
誉
不
聞
如
何
案
之
南
院
式
部
卿
貞
保

親
王
事
歎
此
大
王
糸
竹
之
長
者
陽
成
院
御
弟
也
尤
有
(
其
)
寄

乎
又
云
此
式
部
卿
宮
は
撞
斎
院
父
棚
陣
御
門
事
歎
彼
を
貞
保

観
王
歎
〔
真
本
親
王

}

41
Jラ

(
4
)

始

言

擬

す

る

歎

(

五

O
六
頁
)

『河
海
抄
』
は
、
「
糸
竹
之
長
者
」
で
、
陽
成
院
の
御
弟
と
い
う
理
由

で
「
南
院
式
部
卿
貞
保
親
王
」
を
挙
げ
、
さ
ら
に
朝
顔
の
斎
院
の
父

で
あ
る
式
部
卿
宮
を
貞
保
親
王
に
擬
す
る
か
と
し
て
い
る
。
『
花
鳥

鈴
情
』
は、

か
れ
は
陽
成
院
の
御
ふ
え
な
り
そ
れ
を
故
式
部
卿
の
宮
の
伝
て

南
宮
式
部
卿
貞
保
親
王
は
笛
達
者
也
清
和
の
御
子
母
染
殿
后

陽
成
院
の
御
弟
也
そ
れ
を
紫
上
の
父
式
部
卿
宮
に
な
す
ら
へ

て
こ
、
に
み
る
へ
き
ゅ
へ
あ
り
と
の
給
ふ
へ
し

式と
部
卿♂
呂一
戸達

逗3Z
乏貞
E保
し塑

ごZ
る ι一才ー

げ
m な
径が
のら
古 も

T紫
貞上(
保の二
親父八
王で 五
をあ頁τ
挙る~

げ
る
点
で
は
一
致
し
な
が
ら
も
、
式
部
卿
宮
を
朝
顔
の
斎
院
の
父
と

す
る
か
紫
上
の
父
と
す
る
か
で
分
か
れ
て
い
る
。
た
だ
紫
上
の
父
と

す
れ
ば
、
莞
じ
た
と
い
う
記
事
が
な
い
の
で
「
故
」
と
は
言
え
な
い

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
『眠
江
入
楚
』
所
引
秘
説
)
。
玉

上
琢
嫡
著
『
源
氏
物
語
評
釈
』
で
は
、
柏
木
巻
末
で
柏
木
の
死
に

「
い
と
近
き
世
」
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
「
右
将
軍
」
保
忠
の
没
年

(承
平
六
年
||

九
三
六
)
や
貞
保
親
王
の
没
年
(
延
長
二
年
|

|

九
二
四
)
な
ど
か
ら
「
柏
木
が
五
、
六
歳
の
と
き
貞
保
親
王
は
四
十

歳
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
だ
か
ら
萩
、の
宴
に
柏
木
の
楽
才
に
感
じ
て
笛
を

与
え
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
説
か
れ
て
い
る

(第
八
巻
一
一
一
六

頁
)
。
ま
た
、
「
故
式
部
卿
宮
L

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
急
に
故
人
扱
い

と
な
る
こ
と
に
不
審
は
あ
る
が
、

「た
だ
、
紫
の
上
の
父
で
故
人
に

な
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
の
笛
を
源
氏
が
も
っ
理
由
は
生
ず
る
」

(同
一
二

五
頁
)
と
言
わ
れ
て
い
る
。

先
に
作
中
人
物
と
し
て
の
「
故
式
部
卿
宮
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
こ
れ
を
柏
木
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
か
ら
見
る
と
ど
う
で

あ
ろ
う
。
式
部
卿
宮
を
紫
の
上
の
父
と
す
れ
ば
、
二
人
は
，
若
菜
上

巻
の
六
条
院
で
行
わ
れ
た
源
氏
四
十
賀
に
同
席
し
て
い
る
。

式
部
卿
宮
は
参
り
に
く
く
思
し
け
れ
ど
、
御
消
息
あ
り
け
る
に
、

か
く
親
し
き
御
仲
ら
ひ
に
て
、
心
あ
る
や
う
な
ら
む
も
使
な
く

て
、
日
た
け
て
ぞ
参
り
た
ま
へ
る
。

(
四
、
五

一
頁
)
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こ
の
席
で
衛
門
督
柏
木
は
父
太
政
大
臣
の
跡
を
嗣
い
で
和
琴
を
演
奏

し
、
注
目
を
集
め
る
。

こ
れ
は
、
い
と
わ
ら
ら
か
に
上
る
音
の
、
な
つ
か
し
く
愛
敬
づ

き
た
る
を
、
い
と
か
う
し
も
は
聞
こ
え
ざ
り
し
を
、
と
親
王
た

ち
も
驚
き
た
ま
ふ

。

(

同
五
三
頁
)

こ
う
い
う
場
面
を
前
提
に
す
れ
ば
、
式
部
卿
宮
家
の
萩
の
宴
で
、
童

の
柏
木
が
吹
く
笛
の
音
に
感
じ
て
宮
が
愛
用
の
笛
を
与
え
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
う
る
話
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

貞
保
親
王

次
に
貞
保
親
王
に
つ
い
て
少
し
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
親
王

は
清
和
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
。
『
帝
王
編
年
記
』
巻
十
四
、
清
和
天

皇
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

貞
保
親
王
母
同
一
一陽
成
院
一

二
品
式
部
卿
号
二南
宮
又
桂
親
王
一

管
弦
仙
延
長
二
年
六
月
十
九
日
莞

(
十
二
、
一
一
一
一
五
一

貞
明
(
陽
成
天
皇
)
、
貞
園
、
貞
元
の
各
親
王
に
次
い
で
四
番
目
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
母
の
姉
妹
と
し
て
は
、
「
敦
子
内
親
王
母

同
二
陽
成
院
一賀
茂
斎
院
」
と
あ
る
。
『
一
代
要
記
』
清
和
天
皇
の
条

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

貞
保
親
王
二
品
式
部
卿
母
女
御
高
子
競
南
院
式
部
卿
宮
貞
観

十
二
年
九
月
十
三
日
誕
生
延
長
二
年
六
月
十
九
日
莞(一一

一二

E

太
子
貞
明
の
後
に
皇
子
と
し
て
貞
圏
、
貞
元
の
各
親
王
に
次
い
で
貞

保
親
王
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
貞
園
は
貞
固
が
正
し
い
で
あ
ろ
一
な

『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
は
清
和
天
皇
の
皇
子
と
し
て
次
の
よ
う

な
記
事
が
あ
る
。

貞
保
親
王
二
品
。
式
部
卿
。
競
一
一
南
宮
一
母
同
一一
陽
成
天
皇
一

〔
頭
〕
紀
略
。
延
長
二
年
六
月
十
九
日
。
二
品
行
式
部
卿
貞
保
親

王
亮
。
年

五

十

五

(

第

五

輯

四

四

頁

一

陽
成
天
皇
の
母
は
、
同
書
の
当
該
箇
所
に
「
母
皇
大
后
高
子
。
長
良

卿
女
」

(
四
二
頁
)
と
あ
る
。
な
お
貞
保
親
王
の
上
に
陽
成
天
皇
と

貞
園
、
貞
元
、
貞
平
の
各
親
王
が
あ
る
の
で
、
親
王
は
第
五
皇
子
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
親
王
に
は
、
源
国
忠

(
従
五
下
)
、
源

園
珍
(
従
四
上
。
春
宮
大
進
。
内
蔵
頭
)
、
基
淵
の
つ
一
人
の
子
が
あ

る
。
『
尊
卑
分
肱
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

貞
保
親
王
式
部
卿
二
品
号
南
宮
母
同
陽
成
天
皇

(
第
六
十
巻
上
五
九
百
一

貞
保
親
王
の
上
に
陽
成
天
皇
と
貞
園
、
貞
元
、
貞
平
の
各
親
王
が
あ

る
の
で
、
親
王
は
第
五
御
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
親
王
に
は
、
源

園
忠

(
従
五
下
)
、
源
園
弥
(
但
馬
{
寸
従
四
下
内
蔵
頭
美
乃
伊

与
上
総
介
春
宮
大
進
左
衛
門
佐
)
、
基
測
の
三
人
の
子
が
あ

M
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但
し
、
敦
子
内
親
王
は
「
母
同
貞
平
斎
院
」
(
神
祇
伯
良
近
子
)

と
あ
っ
て
、
親
王
と
同
母
で
は
な
い
。『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
も
こ

れ
と
同
じ
で
あ
る
。
な
お

『紹
運
録
』
に
は
「
{
頭
〕
按
。
敦
子
。
三
一

代
貫
録
為
一
一
皇
太
后
高
子
所
E

生
。
要
記
。
敦
子
内
親
王
。
延
長
九

年
正
月
十
三
日
莞
」
(
第
五
輯
四
十
五
頁
)
と
あ
る
。『
二
一
代
賓
録
』

貞
観
十
五
年
(
八
七
二
一
)
四
月
廿

一
日
の
条
に
は
「
皇
女
敦
子
。

与一
一貞
保
一同
母
並
為
二
親
王
一
」
(
「
三
代
賓
録
」

前
篇
三
二
四
百
一
と

あ
る
。

以
上
か
ら
親
王
は
陽
成
天
皇
の
同
母
弟
で
あ
り
、
母
は
長
良
の
女

皇
大
后
高
子
で
あ
る
。
ま
た
、
同
母
の
姉
妹
と
し
て
、
斎
院
に
な
っ

た
敦
子
内
親
王
が
あ
る
。
「
南
宮
」
と
号
し
た
の
は
、
南
宮
が
唐
代

に
は
吏
部
の
こ
と
で
、
そ
の
吏
部
は
式
部
省
の
こ
と
な
の
で
、
式
部

卿
で
あ
っ
た
親
王
の
呼
び
名
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
一
代
要
記
L

の
み
が
「
南
院
」
と
す
る
が
、
「
南
宮
」
の
方
が
正
し
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
な
お
、
『
文
机
談
』
〔
菊
亭
本
〕
第

一
冊
巻
二
は
「
南
宮

(
日
)

の
山
の
う
へ
な
る
大
石
に
御
身
を
や
す
め
て
」
(
五

O
頁
)
と
し
て

邸
を
指
す
よ
う
に
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
桂
親
王
と
号
し
た
の
は
後

で
取
り
上
げ
る
『
古
今
著
聞
集
』
巻
六
に
出
る
、
そ
の
「
桂
河
の
山

荘
」
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
貞
保
親
王
の
経
歴
を
『
日
本
紀
略
』
『
一
一
一
代
{
貫
録
L

で
見
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

O
清
和
天
皇
貞
観
十
二
年
(
八
七

O
)
九
月
十
三
日
壬
戊

[
貞
保
]

第
四
皇
子
誕
。
皇
太
子
同
母
弟
也
。(「

{
貫
録
」
前
篇
二
七
八
頁
)

O

同
貞
観
十
五
年

(
八
七
三
)
四
月
廿
一
日
乙
卯
三
歳

是
日
。
定
一
一
親
王
八
人
源
氏
四
人
↓
(
略
)
皇
子
貞
保
。
母
女

御
藤
原
氏
。
故
中
納
言
長
良
之
女
。

(
同
三
二
四
頁
)

O
陽
成
天
皇
元
慶
二
年

(八
七
八
)
八
月
廿
五
日
戊
子
九
歳

是
日
。
皇
弟
貞
保
親
王
於
一
一
飛
香
舎
↓
始
讃
一一
蒙
求
↓
従
四
位

下
行
式
部
大
輔
兼
美
濃
権
守
橘
朝
臣
庚
相
侍
讃
。
小
曾
置
宴

令
レ
賦
レ
詩
。
管
弦
間
奏
。
夜
分
而
罷
。
賜
レ称
。

(
「
紀
略
」
第
二
前
篇
下
回
八
七
五
十

O

同

元

慶

六

年

(
八
八
二
)
正
月
二
日
乙
巳

一
三
歳

是
日
帝
同
産
弟
貞
保
親
王
元
服
。
即
授
一
二
二
口
町

(
同
五

O
一
頁
)

O

同

元

慶

六

年

(
八
八
二
)
四
月
廿
八
日
庚
子
一
三
歳

除
目
云
々
。
三
品
貞
保
親
王
為
一
一
上
野
大
守
イ

(
「
{
貫
録
」
後
篇
五
一
九
頁
)

O
光
孝
天
皇
仁
和
二
年
(
八
八
六
)
六
月
廿
六
日
甲
成
一
七
歳

勅
以
一
一
三
品
中
務
卿
貞
保
親
王
一
為
一
一
右
相
撲
司
別
嘗
↓
去
元

慶
八
年
。
以
一
二
品
行
式
部
卿
本
康
親
王
一
為
二
左
相
撲
司
別

首
寸
今
不
レ
改

(

「

紀

略

」

五

二
四
頁
)

O
歳
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O 

醒
二醐
品天
行皇
式延
部長
卿二
貞滑年
保利(
親皇九
王子二
莞四

年女

主月
主十
。九

日

五
五
歳

(同
第
三
後
篇
二
六
頁
)

『
古
事
談
』
第
六
、

「
邸
宅
諸
道
」

な
お
、
親
王
の
邸
に
つ
い
て
は
、

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

清
和
第
七
皇
子
三
品
管
弦
者
自
芭
祖
師
也

花
山
院
者
貞
保
式
部
卿
宮
家
也
。
貞
信
公
傍
領
。
時
人
号
二
東

〔
忠
平
〕

之
宮
ト
ィ
主
人
住
ゴ
給
西
町
一
件
{
一
「
桝
之
故
也
。
川
知
殿
惇
コ
領

件
家
一
之
後
。
為一
一東
宮
御
在
所
二
町
二
蹴
一
型

調
有
v
徴
云
々
。
件
所
一
名
一
一
東
一
候
一云々

。

以
レ是
知
一
一
世
俗
之

(
一
八
、
一

四
町
一

『
拾
芥
抄
』
中
、
諸
名
所
部
第
二
十
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

華
山
院
近
衛
南
東
洞
院
東
一
町
、
本
名
東
一
候
(
家
)
云
々
、

式
部
卿
貞
保
親
王
家
、
貞
信
公
惇
領
之
住
、
小
一
俊
之
東
競
一一

ニ

テ

ニ

テ

之
東
ノ家
」
九
篠
殿
令
二
給
外
家
冷
泉
院
此
所
立
坊
」
花
山
院
惇

一一領

之

」

(

四

O
一
貯
一

親
王
の
家
は
東
洞
院
通
り
の
東
に
あ
り
、
西
側
の
小
一
条
院
と
向
い

合
っ
て
い
た
。
『
貞
信
公
記
』
延
喜
二
十
年
十
一
月
二
十
六
日
の
条

に
親
王
が
、
こ
の
小
一
条
院
と
見
ら
れ
る
が
、
忠
平
の
家
を
訪
れ
た

記
事
が
あ
る
。
こ
の
親
王
の
家
を
忠
平
が
伝
領
し
、
さ
ら
に
花
山
院

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

管
弦
の
長
者

管
弦
の
こ
と
に
入
る
前
に
、
親
王
の
人
物
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
。

御
み
め
さ
へ
す
く
れ
さ
せ
給
け
れ
は
、
こ
れ
を
み
た
て
ま
つ
る

女
お
も
ひ
に
た
へ
す
し
て
、
袖
に
蛍
火
を
つ
〉
み
て
そ
、
も
ゆ

る
心
を
あ
ら
は
し
き
こ
え
侍
け
る

(
『
文
机
談
』
(
菊
亭
本
)
第
一
冊
巻
二
、
五
一
頁
)

し
か
し
、
親
王
の
人
物
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
を
他
に
は
見
出
だ

せ
な
い
。

今
ま
で
の
例
で
も
「
管
弦
仙
」
と
あ
っ
た
。
楽
書
の
方
を
あ
た
っ

て
み
る
。
『
懐
竹
抄
』
に
は
「
管
弦
長
者
」
と
あ
る
。

貞
保
親
王

競
二
南
宮
寸
清
和
第
四
御
子
。
二
品
式
部
卿
。
管
弦
長
者
也
。

但
御
笛
師
井
御
弟
子
不
レ
詳
。
而
或
書
。
御
師
匠
古
部
春
近

云
々

。

(

第
十
九
輯
七
七
前
一

『
績
教
訓
抄
』
巻
十
一
上
に
よ
れ
ば
、
親
王
が
管
弦
に
秀
で
て
い

て
、
様
々
な
楽
器
を
こ
な
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

清
和

皐

子

古
人
ノ
云
ク
、
貞
保
親
王
ハ
管
弦
ニ
長
シ
、
衆
套
ノ
人
ナ
リ
、

全
ク
肩
ヲ
ナ
ラ
フ
ル
モ
ノ
ナ
シ
、
其
中
ニ
笛
ヲ
モ
テ
本
ト
ス

所
作
ノ
横
笛
ノ
譜
、
末
代
ノ
人
其
心
ヲ
エ
カ
夕
、
ン
ト
イ
エ
リ
、
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御
笛
ノ
師
ハ
、
戸
部
春
近
ガ
高
祖
父
、
吉
延
ト
イ
ヒ
ケ
ル
モ
ノ

ア

リ

、

(

五

二

五

前

一

笛
の
師
に
つ
い
て
は
、
『
龍
源
抄
』
五
に
同
様
の
記
述
が
あ
る
(
五

一
一
一
前
一
。
『
吉
野
吉
水
院
楽
書
』
で
は
「
管
弦
者
」
の
筆
頭
に
「
貞

保
親
王
。
南
宮
」
を
挙
げ
て
い
る
(
第
十
九
輯
上
回
九
七
頁
)
。
『龍

源
抄
』
十
一
ノ
上
で
も
「
管
弦
名
人
等
事
」
と
し
て
、
そ
の
筆
頭
に

「
貞
保
親
王
清
和
皇
子
」
(
一
四一

O
頁
)
を
挙
げ
て
い
る
。

『
文
机
談
』
(
菊
亭
本
)
第
一
冊
巻
二

〔
貞
保
親
王
〕
に
は
そ
の
管

弦
に
秀
で
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

南
宮
長
諸
芸
事

一
、
こ
の
御
門
の
御
な
か
れ
を
は
、
一
品
式
部
卿
貞
保
親
王
っ

た
へ
給
は
ら
せ
給
、
清
和
第
四
の
御
子
也
、
又
南
宮
と
も
申
、

桂
の
親
王
と
も
申
、
御
門
の
御
説
の
こ
る
御
事
な
く
給
は
ら
せ

を
は
し
ま
す
う
へ
に
、
貞
敏
も
在
世
の
ほ
と
は
つ
ね
に
ま
い
り

で
さ
つ
け
た
て
ま
つ
る
、
こ
れ
も
御
笛
又
め
で
た
き
御
器
量
な

り
、
や
か
て
御
門
の
御
師
太
田
丸
を
ひ
き
う
っ
き
る
、
御
門
に

も
こ
と
の
ほ
か
に
ま
さ
り
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
、
あ
め
の
し
た
に

は
た
く
ひ
す
く
な
き
御
事
也
、
又
こ
れ
の
み
に
も
か
き
ら
す
、

和
琴
・
尺
八
な
と
申
め
つ
ら
し
き
う
つ
わ
物
ま
て
も
ら
さ
す
あ

そ
は
し
つ
く
し
け
り
、
さ
れ
は
管
弦
の
尊
者
と
そ
世
に
は
申
け

る

、

(

五

O
頁
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
貞
保
親
王
は
琵
琶
を
御
父
清
和
天
皇
か
ら
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
藤
原
貞
敏
か
ら
も
琵
琶
を
授
か
っ
て
い
る
と

さ一口う
。
し
か
し
、
貞
敏
は
貞
観
九
年
(
八
六
七
)
十
月
四
日
に
卒
し

て
い
て
(
『
日
本
紀
略
』
)
、
親
王
の
誕
生
は
そ
の
三
年
後
の
貞
観
十

二
年
(
八
七

O
)
で
あ
る
の
で
、
直
接
授
か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ

り
得
な
い
。
清
和
天
皇
は
貞
敏
か
ら
濯
頂
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
貞

敏
は
仁
明
天
皇
の
時
に
遣
唐
使
と
し
て
渡
唐
し
、
簾
承
武
か
ら
琵
琶

の
曲
調
を
授
か
っ
た
。
親
王
は
琵
琶
を
源
惰
と
藤
原
宜
貫
に
伝
え
て

い
る
(
同
書
)
。
笛
に
つ
い
て
は
清
和
天
皇
の
御
師
太
田
丸
(
和
、運

部
大
田
麿
)
の
奏
法
を
伝
え
て
い
る
。

親
王
に
は
、
『
古
今
著
聞
集
』
巻
六
、
管
弦
歌
舞
第
七
に
「
一
一
一
一
一

一

貞
保
親
王
桂
河
の
山
荘
に
て
放
遊
の
時
唐
の
廉
承
武
が
霊
現
は

る
る
事
」
と
い
う
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

貞
保
親
王
、
桂
河
の
山
荘
に
て
放
遊
し
給
け
る
に
、
平
調
に
し

ら
べ
て
五
常
楽
を
な
す
問
、
と
も
し
火
の
う
し
ろ
に
、
天
冠
の

影
、
顕
現
し
け
り
。
人
片
¥
お
ぢ
恐
け
れ
ば
、
所
現
の
影
み
づ

か
ら
い
は
く
、
「
我
は
唐
家
の
廉
承
武
の
霊
也
。
五
常
楽
急
百

反
に
お
よ
ぶ
所
に
は
、
か
な
ら
ず
来
侍
な
り
」
と
て
失
に
け
り
。

二
九
六
j
七
局
一

同
様
の
話
は
『
龍
源
抄
L

十

一
ノ
上
に
も
あ
る
が
、
「
明
障
子
に
大

な
る
か
う
ふ
り
の
か
け
の
う
つ
り
た
り
け
る
を
御
覧
じ
て
、
た
れ
そ
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と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
ば
」
(
一
四
一
一
一
頁
)
と
あ
る
。

親
王
は
「
衆
套
ノ
人
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
笛
を
基
に
し

て
い
た
。
『
龍
源
抄
』
十
一

ノ
上
に
も
「
管
弦
御
沙
汰
」
の
親
王
の

中
で
、
「
貞
保
親
王
笛
、
琵
琶
」
(
一
四

O
九
頁
)
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
帝
王
の
項
で

「
清
和
天
皇
琵
琶
、
笛
」
(
一

四
O
八
頁
)

と
し
て
い
る
の
で
、
御
父
帝
譲
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。『

古
今
著
聞
集
』
巻
十
九
、
草
木
第
廿
九
に
「
六
四
八
貞
信
公

忠
平
棄
を
愛
し
式
部
卿
親
王
家
の
棄
木
を
自
ら
移
植
の
事
」
に
は
、

忠
平
が
植
え
た
棄
の
木
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
中
で
親
王
に
も
触
れ
ら

れ
て
い
る
。
今
は
忠
平
の
家
と
な
っ
て
い
る
花
山
院
は
か
つ
て
親
王

の
邸
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
式
部
卿
親
王
は
重
明
親
王
で
あ

る
。

又
池
の
中
島
に
も
ち
の
木
あ
り
。
貞
保
親
王
の
木
の
下
に
巌
上

に
座
し
給
て
、
常
に
笛
を
ふ
か
せ
給
け
り
。

(

四
九
二
頁
)

『文
机
談
』
(
菊
亭
本
)
第
一

冊
巻
二
〔
貞
保
親
王
〕
に
も
同
様
の

こ
と
が
あ
る
。

南
宮
の
山
の
う
へ
な
る
大
石
に
御
身
を
や
す
め
て
、
千
夜
御
笛

を
ふ
き
給
、
い
ま
の
花
山
院
は
こ
れ
な
り
、
(
五

O
頁
)

『
績
教
訓
抄
』
巻
十
一
上
に
よ
れ
ば
、
親
王
の
笛
の
息
は
成
高
と

い
う
者
と
共
に
「
上
霧
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
謁
鼓
の

拍
子
と
関
わ
り
な
く
わ
ざ
と
は
ず
し
て
吹
く
も
の
で
あ
り
、
息
の
多

い
と
こ
ろ
で
吹
く
よ
う
で
あ
る

(
五
二
五
j

六
頁
)
。
こ
れ
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

又
堀
河
院
ノ
御
息
、
又
ウ
ハ
キ
リ
也
、
入
道
左
大
臣
殿
俊
房
コ

口
保
観
王
一主

レ
ヲ
キ
、
テ
、
仰
ラ
レ
ケ
ル
ハ
、
式
部
卿
宮
口
亮
テ
後
、
五
十

年
余
ノ
、
チ
、
始
テ
又
上
霧
ヲ
問
ト
云
リ
、

(
五
二
六
頁
)

『
鰭
源
抄
』
五
に
も
同
じ
記
述
が
あ
る
(
五
一
一
一

j
二
頁
)
。

ま
た
、
『
古
今
著
聞
集
」
巻
六
の
「
二
二
一
九
天
暦
三
年
四
月
藤

花
宴
の
御
遊
の
事
」
に
は
、
親
王
の
所
持
し
て
い
た
笛
の
こ
と
が
出

て
く
る
。
親
王
莞
後
、
二
十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。

同
三
年
四
月
十
二
日
、
飛
香
舎
に
て
藤
花
宴
あ
り
け
り
。
右
大

臣

・
左
衛
門
督
・
左
兵
衛
督
候
給
。
和
歌
綜
竹
の
興
な
ど
は

て
¥
女
御
、
御
を
く
り
物
あ
り
け
り
。
先
皇
の
勤
子
内
親
王

に
た
ま
ひ
け
る
筆
譜
三
一
巻
、
貞
保
親
王
の
も
ち
ゐ
た
り
け
る

笛

・
螺
銅
等
な
ど
を
ぞ
た
て
ま
つ
り
給
け
る
。
件
等
、
奇
香
あ

る
よ
し
、
李
部
王
記
し
給
た
る
と
か
や
。
い
か
な
る
に
ほ
ひ
に

て
か
侍
け
む
。
ゆ
か
し
き
事
也
。

(

一
九
九
頁
)

こ
の
藤
花
の
宴
の
こ
と
は
『
日
本
紀
略
』
村
上
天
皇
天
暦
三
年
四
月

十
二
日
の
条
に
も
見
え
る
。

O
十
二
日
乙
酉
。

臣
賦
レ詩
奏
レ楽
。
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『西
宮
記
』
巻
八
「
藤
花
宴
」
に
こ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

『
花
鳥
絵
情
』
廿
七
寄
生
で
は
、
藤
花
の
宴
の
場
面
で
、
何

に
依
っ
た
か
分
か
ら
な
い
が
、
右
の
『
著
聞
集
』
に
関
連
す
る
記
事

を
引
い
て
い
る
。

故
六
条
院
の
御
て
つ
か
ら
か
き
給
て
入
道
の
宮
に
た
て
ま
つ
ら

せ
給
し
き
ん
の
ふ
二
巻
五
え
う
の
枝
に
つ
け
た
る
を
お
と
、
と

什
比
恥
「
|

り
給
ふ
て
そ
う
し
給
ふ
っ
き
/
¥
の
さ
う
の
御
こ
と
ひ
わ
わ

こ
ん
な
と
す
さ
く
ゐ
ん
の
も
の
と
も
な
り

ま
た
、

な
お
、

天
暦
コ
一
年
右
大
臣
棒
先
皇
賜
勤
子
内
親
王
等
諸
三
一
巻
左
衛

町
一
一
保
親
王
左
兵
衛
督
将
螺
掌
一
面

有元門
歌貞侵叔
音親空豆
王ザi
物赤

言笛
而管
献
之

(
三
五
一
頁
)

親
王
に
は
、
「
南
竹
諾
」
と
い
う
笛
の
譜
が
あ
っ
た
(
『
懐
竹
抄
じ
。

南
竹
譜
ト
云
ハ
。

貞
保
親
王
譜
。

(
第
十
九
輯
六
九
頁
)

保

『
吉
野
吉
水
院
楽
書
』
で
も
、
「
南
宮
者
。
貞
信
親
王
」
と
あ
る

(
第
十
九
輯
上
回
八
九
頁
)
0

「
南
宮
者
」
は
、

「南
宮
譜
」
か
も
知
れ

な
い
。『
龍
源
抄
』
十

一
ノ
上
に
は
「
人
々
異
名
等
所
被
載
仁
智
筆

ナ
ノ
ク
ウ
朱

譜
也
」
と
し
て
「
南
宮
貞
保
親
王
即
号
南
竹
譜
」
(
一
四
一

O
百三

と
あ
る
。『
程
現
抄
』
五
に
は
、
「
五
家
譜
」
と
し
て
、

「博

雅

貞

保
明
遅
基
政
正
清
等
譜
」
(
五
六
一
頁
)
を
挙
げ
て
い
る
。

『龍
源
抄
』
五
に
は
、
「
南
宮
譜
」
は
琵
琶
の
譜
で
あ
り
、

「南
竹
譜
」

は
笛
の
譜
で
あ
る
と
い
う
(
五
六
O
百円)
。

『
文
机
談
』
「
南
宮
横
笛
譜
」
と
呼
ば
れ
、

と
言
、
っ
。

で
は

十
二
巻
あ
っ
た

延
喜
の
聖
代
は
、
さ
し
も
こ
そ
よ
ろ
つ
の
み
ち
を
と
き
み
か
、

珪
客
十
九
年
ニ
勅
在
テ
‘
向
廿

一
年
作
道
之

せ
を
は
し
ま
し
け
る
に
も
、
こ
の
御
子
に
勅
し
て
横
笛
の
譜
十

二
巻
を
は
ゑ
ら
は
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
給
、
い
ま
の
世
ま
て
も
南

宮
横
笛
譜
と
申
か
、
み
は
こ
れ
な
る
へ
し
、
天
下
の
誼
譜
た
る

に
よ
り
て
、
お
ほ
く
の
楽
家
の
録
に
の
せ
た
り
、(五

O
i
一
頁
)

こ
れ
は
醒
醐
天
皇
に
よ
っ
て
撰
ば
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
延
喜
十

九
年
(
九
一
九
)
に
勅
が
あ
っ
て
、
同
二
十
一
年
(
九
こ
こ
に

作
っ
て
進
上
し
て
い
る
。
延
喜
二
十
一
年
は
親
王
五
十
二
歳
で
あ
る
。

『
懐
竹
抄
』
に
よ
れ
ば
、
親
王
の
笛
の
譜
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉

が
残
さ
れ
て
い
る
。

然
者
貞
保
親
王
笛
譜
ノ
序
。
弦
寄
調
非
レ
笛
不
レ
整
。
蓋
糠
コ
蕩

嬉
邪
サ
而
納
一
一
雅
正
一
放
也
ト
被
レ
書
タ
リ
。

(

七
七
頁
)

守
積
教
訓
抄
』
巻
十

一
上
に
も
同
様
の
言
葉
が
あ
る
。

貞
保
親
王
横
笛
譜
ノ
序
云
、
夫
弦
寄
ノ
シ
ラ
へ
、
笛
ニ
ア
ラ
サ

議
レ
控
邪
ヲ
渇
ン
テ
ィ

レ
ハ
ト
冶
ノ
ホ
ラ
ス
蓋
シ
ユ
ヘ
ニ
淫
邪
ヲ
蕩
様
、
ン
テ
、
コ
レ

ヲ

雅

正

ニ

イ

ル

、

ナ

リ

、

(

四

九

八

頁

)

『
龍
源
抄
』
五
に
も
あ
る
(
五

O
五
頁
)
0

『
積
教
訓
抄
』
巻
四
に
よ
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れ
ば
、
「
皇
帝
破
陳
楽
」
の
と
こ
ろ
で
、
堀
河
院
が
諸
を
作
っ
た
後
、

白
河
院
よ
り
「
貞
保
親
王
、
六
巻
ノ
笛
畳
間
」
が
進
上
さ
れ
た
。
こ
の

譜
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

胡
桃
色
紙
花
軸
ナ
リ
、
或
人
云
、
貞
保
親
王
自
筆
云
々
、
人
全

(朱
ナ
ン
)

不
レ
見
レ
之
御
譜
為
一
一
法
皇
ノ御

教

一

(

一

二

頁

)

堀
河
院
が
こ
れ
を
見
る
と
、

「皇
帝
破
陳
楽
」
の
説
の
首
尾
が
御
自

作
の
譜
に
叶
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
(
同
)
。
特
に
『
績
教
訓
抄
』

や
『
龍
源
抄
』
に
は
、
舞
の
由
来
や
楽
の
拍
子
な
ど
に
つ
い
て
多
く

引
か
れ
て
い
る
。

『
河
海
抄
』
巻
四
紅
葉
賀
で
は
「
南
宮
譜
云
」
と
し
て
青
海
波
の

曲
の
作
者
や
曲
調
な
ど
に
つ
い
て
引
か
れ
て
い
る
(
二
七
一
頁
)
。

以
下
、
巻
十
胡
蝶
で
は
皇
霊
の
昔
の
舞
手
(
四

O
二
頁
)
、
同
じ
く

青
柳
の
作
者
(
同
)
、
巻
十
三
若
菜
上
で
は
落
欝
の
昔
の
舞
手
(
四

七
一
頁
)
、
同
じ
く
賀
皇
思
の
舞
の
調
子

(
四
七
三
頁
)
な
ど
に
つ

い
て
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
四
花
宴
で
は
「
南
宮
横
笛
譜
云
」

と
し
て
春
鴛
醜
の
昔
の
舞
手
と
由
来
(
二
七
九
頁
)
、
巻
十
三
若
菜

下
で
は
仙
遊
霞
の
曲
の
種
類
(
四
九
二
頁
)
な
ど
に
つ
い
て
引
か
れ

て
い
る
。

笛
以
外
に
琵
琶
、
和
琴
、
尺
八
、
筆
等
に
も
堪
能
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
先
ず
、
琵
琶
に
つ
い
て
は
『
教
訓
抄
』
巻
八
に
次
の
よ
う

に
あ
る
。

承
和
ノ
遣
唐
使
貞
敏
ノ朝
臣
。
簾
承
武
ニ
習
キ
タ
テ
。
西
ノ
宮
ノ
オ

ト
二
南
宮
ノ
親
王
。

此
道
ニ
勝
レ
給
リ
。

(
第
十
九
輯
上
、
三
二
三
頁
)

『
龍
源
抄
』
八
ノ
上
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
(
八

O
一
頁
)
。

ま

た
、
「
琵
琶
血
肱
」
に
も
名
が
見
え
る
。

清

和

天

寿

第

四

息

子

遣
唐
使
掃
部
頭
藤
原
貞
敏
|
|
式
部
卿
貞
保
親
王

楽
所
預
園
書
頭
源
修

修
理
亮
藤
原
宜
賓

(第
十
九
輯
二
八
四
郎
一
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『順
徳
院
御
琵
琶
合
』
(
承
久
二
年
三
月
二
日
)
に
は
、
井
手
と
い

う
琵
琶
の
名
器
を
、
「
是
は
貞
保
親
王
稽
一
一
愛
宮
」
琵
琶
也
」
(
「
群
書

類
従
」
第
十
九
輯
二
八
七
頁
)
と
す
る
が
、
『
江
談
抄
』
一
一
一
「
井
手

愛
宮
博
得
事
」
に
は
「
延
喜
孫
二
天
十
団
宮
子
仁
愛
宮
ト
申
人
ノ
琵

琶
」
(
「
群
書
類
従
」
第
二
十
七
輯
五
八

O
j
一
百
ハ
)
と
も
あ
り
、
こ

れ
は
『
江
談
抄
』
の
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

『
文
机
談
』
(
伏
見
宮
本
)
付
巻
巻
二
に
よ
る
と
笛
の
譜
の
外
に
、

「又
比
巳
の
譜
に
も
序
か
き
給

へ
り
、
楽
家
お
ほ
く
こ
れ
を
明
鏡
と

す
」
(
二
九
三
頁
)
と
あ
る
。

ま
た
、

「和
琴
血
脈
」
に
も
名
が
見
え
る
。



ー
醒
醐
天
皇

『
貞
信
公

(
第
十
九
輯
上
五
二
ハ
前
一

『
河
海
抄
』
巻
十
三
(
若
菜
上
)
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

心
に
ま
か
せ
て
た
、
か
き
あ
は
せ
た
る
す
か
、
き
に

〔真
本
盤
井
)

(
略
)
又
貞
観
聖
皇
召
藤
原
磐
井
等
習
御
彼
時
貞
保
親
王
蒙
勅

命

頗

作

其

譜

也

(

四

六

七

頁

)

「貞
観
聖
皇
」
は
清
和
天
皇
で
あ
る
。
親
王
が
和
琴
の
譜
を
作
っ
た

と
い
う
こ
と
は
「
龍
源
抄
」
十
上
「
神
楽
道
名
人
」
に
見
え
る
。

尺
八
に
つ
い
て
も
「
績
教
訓
抄
」
巻
第
十
一
、
吹
物
部
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

又
ィ
ア
リ

尺
八
o
南
宮
親
玉
、
慈
畳
大
師
ナ
ド
被
レ
遊
タ
リ
ケ
ル
ホ
ヵ
、

吹

タ

リ

ト

ミ

ヘ

ズ

、

(

三

九

八

頁

)

「
教
訓
抄
」
巻
六
で
は
「
王
照
君
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。 清

和

天

皇

貞

保

親

王

又
若
江
{
呂
岐
麿
等
奉
授
之
。
清
和
御
子
。
作
案
譜
。

ミ
ナ
ミ
ミ
ヤ
ヨ
リ

本
朝
ニ
絶
畢
。
市
南
ノ宮
従
一
一尺
八
一
吹
停
御
座
ト
云
々
。

(第
十
九
輯
上
、

二
八
四
頁
)

尺
八
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
に
次
の
よ
う

同
巻
八
で
は
、

に
あ
る
。

ま
た
、

貞
保
親
王
令
レ吹
給
。
王
昭
君
ト
云
楽
ハ
。
絶
テ
侍
リ
ケ
ル
ヲ
。
彼
親
王
。

尺
八
ヨ
リ
。
横
笛
一
一
ハ
。
ウ
ツ
サ
レ
タ
リ
。
(
同
士
一
二
二
頁
。
「
績
教
訓

抄
」
巻
十
一
中
、
四
七
八
頁
、
『
龍
源
抄
』
五
、
六
二
八

i
九

頁
に
も
あ
る
。
)

こ
れ
ら
か
ら
親
王
は
尺
八
を
吹
き
、
本
朝
で
は
絶
え
て
い
た
「
王
昭

君
」
と
い
う
楽
を
尺
八
か
ら
横
笛
に
移
し
て
吹
き
伝
え
た
の
で
あ
る

(
『
倭
名
類
緊
抄
L

巻
四
、
音
楽
部
十
曲
調
類
に
も
同
様
の
記
述
が
あ

る
)
。
な
お
、
『
文
机
談
』
(
菊
亭
本
)
で
は
横
笛
で
は
な
く
、
「
よ
の

う
つ
わ
物
」
に
移
し
伝
え
た
と
あ
る
(
五
一
頁
)
。

「
秦
筆
相
承
血
脈
」
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

文
徳
皇
子
母

太
皇
大
后
明
子

清
和
天
皇

競
二
水
尾
一
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二
品
式
部
卿
母
皇
太
后
高
子

貞
保
親
王

三
口
問
兵
部
卿
母
斎

{
呂
頭
藤
原
諸
藤
女

貞
異
親
王

九
宮

(第
十
九
輯
二
七
二
頁
)

『
鐙
源
抄
』
十
上
に
は
、
「
神
楽
道
名
人
」
と
し
て
「
二
品
式
部
卿

貞
保
親
王
作
倭
琴
譜
」
(
一
一
一
八
百
円
)
と
あ
る
。

な
お
、
「
西
宮
記
』
所
引
の
『
醒
醐
天
皇
御
記
』
延
喜
八
年
(
九

O
八
)
正
月
一

日
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

未
刻
御
南
殿
、
儀
式
如
常
、
雅
楽
奏
楽
了
、
左
大
臣
起
座
日
、

召
書
司
許
之
、
大
臣
目
内
侍
召
之
、
典
書
滋
昇
持
御
琴
、
入
自



東
障
子
戸
候
之
、
左
大
臣
持
之
、
授
兵
部
卿
令
弾
、
侍
臣
同
音

唱
寄
、
数
曲
後
、
大
臣
奏
見
参
、
縫
殿
給
御
被
、
了
還
{校、

(
幻
)

(
巻
一
、
一
一
頁
)

『
醒
醐
天
皇
御
記
』
で
は
、
兵
部
卿
の
傍
注
に
「
貞
保
」
と
あ
る

(
「
増
補
史
料
大
成
」

四
三
頁
)
。
左
大
臣
は
藤
原
時
平
で
あ
る
。
こ

ac'A 

れ
は
琴
で
あ
ろ
う
。
親
王
が
三
十
九
歳
の
時
で
あ
る
。

お

わ

り

以
上
の
よ
う
に
貞
保
親
王
は
管
弦
の
諸
道
に
わ
た
っ
て
堪
能
で

あ
っ
た
が
、
特
に
笛
に
お
い
て
際
立
っ
た
才
能
を
発
揮
し
た
よ
う
で

あ
る
。
親
王
の
持
っ
て
い
た
笛
が
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
笛
の
譜
は
楽
家
の
重
要
な
拠
り
所
と
な
っ
た
。
自
邸

の
萩
の
宴
で
笛
の
音
に
感
じ
て
愛
用
の
笛
を
与
え
る
人
物
と
し
て
ま

こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
親
王
は
、
こ
の
物
語
の

準
拠
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
醒
醐
天
皇
の
時
代
ま
で
在
世
し
て

い
た
人
物
で
あ
る
。

一
方
で
、
式
部
卿
宮
の
持
っ
て
い
た
笛
が
「
陽
成
院
」
の
笛
で

あ
っ
た
こ
と
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
元
が
天
皇
に
帰
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
裏
葉
巻
の
六
条
院
行
幸
で
は
「
字
多
の

法
師
」
と
い
う
和
琴
の
名
器
が
弾
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
若
菜
上
巻

の
源
氏
四
十
賀
で
は
、
「
宜
陽
殿
の
御
物
に
て
、
代
々
に
第
一
の
名

あ
り
し
御
琴
」
と
い
う
琴
の
琴
を
源
氏
が
弾
い
て
い
る
。
こ
う
い
う

重
要
な
儀
式
に
天
皇
と
関
わ
り
の
深
い
楽
器
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、

源
氏
自
身
の
王
族
た
る
所
以
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
み
ず

か
ら
も
さ
ら
に
こ
れ
が
音
の
限
り
は
え
吹
き
通
さ
ず
」
(
横
笛
巻
四
、

三
四
五
頁
)
と
言
っ
た
柏
木
は
藤
原
氏
の
長
男
で
あ
っ
た
。
こ
の

「音
の
限
り
」
を
吹
き
通
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
王
族
の
源
氏
の

子
で
あ
る
べ
き
薫
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
薫
が
王

族
に
繋
が
る
者
で
あ
る
の
を
証
す
の
が
陽
成
院
の
笛
で
あ
っ
た
。

主(
1
)

池
田
亀
鑑
編
『
源
氏
物
語
事
典
』
上
巻
、

四
四
年
三
月
刊
)
。

(
2
)

「
四
女
三

の
宮
物
語
と
横
笛
の
伝
授
に
つ
い
て
」
(
『
源
氏
物
語

の
主
題
と
構
想
』
所
収
、
二
一一

一
頁
。
昭
和
四
一
年
二
月
刊
)

(
3
)

『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
全
集
(
小
学
館
)

に
よ
り
、
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

(
4
)

玉
上
琢
禰
編

『紫
明
抄
河
海
抄
』
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
以
下

同
じ。

(
5
)

中
野
幸
一
編
『
花
鳥
絵
情
源
氏
和
秘
抄
源
氏
物
語
之
内
不
審

条
々
源
語
秘
訣
口
伝
抄
』
(
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
二
巻
)

に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

(
6
)

「
改
訂
増
補
国
史
大
系
」
に
よ
り
、
頁
数
を
一
不
す
。
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(
7
)

「
新
訂
増
補
史
籍
集
覧
」
公
家
部
年
代
記
編
付
に
よ
り
、
頁
数
を

示
す
。

(
8
)

『皇
代
記
』
清
和
天
皇
の
条
に
も
「
二
品
式
部
卿
貞
保
親
王
」

と
見
え
、
貞
明

(陽
成
天
皇
)、
貞
園
、
貞
元
の
各
親
王
に
次
い
で

四
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
「
群
書
類
従
」
第
三
輯

一
八
五
頁
)
。

『皇
胤
系
図
』
に
も
「
貞
保
親
王
母
同
陽
成
。
式
部
卿
二
品
。
競

南
宮
。」
と
見
え
、
同
様
に
四
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
母
の

姉
妹
と
し
て
は
、
「
敦
子
内
親
王
母
同
陽
成
。
賀
茂
粛
。」

と
あ
る

(「
続
群
書
類
従
」
第
五
輯
上
、
三
八
頁
)
。

(
9
)
「
群
書
類
従
」
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

(
叩
)
「
新
訂
増
補
国
史
大
系
」

に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。

(
日
)
『
文
机
談
』
(
菊
亭
本
)
第

一
冊
巻
二
〔
貞
保
親
王
〕
に
は
、
「
御

子
二
人
」
と
し
て
「
従
五
位
国
忠
、
従
四
位
下
国
弥
ク
ニ
イ
ヤ
一
説

ヨ
シ
」
を
挙
げ
て
い
る

(「
古
典
文
庫
」
五
二
i
三
頁
)。

(
ロ
)

「新
訂
増
補
国
史
大
系
」
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

(
日
)

「古
典
文
庫
」
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
(
伏
見
宮
本
)
も
同
じ
。

(
M
H
)

「新
訂
増
補
国
史
大
系
L

に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

(
日
)
是
日
帝
同
産
弟
貞
保
親
王
元
服
。

(
『
扶
桑
略
記
』
「
改
訂
増
補
国
史
大
系
L

一
二
、
三
一
一
六
頁
)

(
日
)

「
改
訂
増
補
国
史
大
系
」

に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。

(
口
)
「
新
訂
増
補
故
実
叢
書
」
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
『
薙
州
府
誌
』

巻
八
、
古
蹟
門
上
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

(
国
)

「群
書
類
従
」
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

(
日
)
「
日
本
古
典
全
集
」
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

(
却
)
「
日
本
古
典
全
集
」

に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。

(
幻
)
「
績
群
書
類
従
」
に
よ
り
、
頁
数
を
一不
す
。
以
下
同
じ
。

(n)
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
り
、
頁
数
を
一示
す
。
以
下
同
じ
。

(
お
)
「
績
教
訓
抄
」
巻
十

一
上
に
よ
れ
ば
、
親
王
に
は
次
の
よ
う
な
逸

話
が
あ
る
。

輿

保

親

王

基
通
云
、
故
三
宮
ノ
仰
ラ
レ
シ
ハ
、
式
部
卿
宮
、
博
雅
三
位
、
意

趣
ア
ル
ニ
ヨ
リ
テ
、
門
ヲ
切
ニ
、
勇
徒
等
教
十
人
仰
ヲ
奉
テ
、
ヒ

ソ
カ
ニ
行
向
フ
、

三
位
寝
殿
ノ
西
ノ
妻
内
格
子
一
間
許
ア
ケ
テ
、

ア
リ
ア
ケ
ノ
月
、
西
ノ
山
ノ
ハ
ニ
ヵ
、
ル
ヲ
ナ
カ
メ
テ
、
大
纂
築

ヲ
吹
ス
マ
シ
テ
居
ケ
リ
、
勇
徒
等
コ
レ
ヲ
キ
ク
ニ
、
不
覚
ノ
一
候
下

ケ
リ
、
各
ナ
ミ
タ
ヲ
ナ
カ
シ
テ
、
コ
レ
ヲ
キ
ル
事
ア
タ
ハ
ス
、
鯨

参
シ
ニ
ケ
リ
、
宮
待
テ
ト
ヒ
給
ケ
レ
パ
、
具
ニ
此
由
ヲ
申
ス
、

{呂

此
ヲ
キ
カ
セ
給
テ
、
同
ク
、

一課
ヲ
ナ
カ
シ
テ
意
趣
ヲ
恩
止
給
ニ
ケ

(
四
六
二
j
三
頁
)

し
か
し
、
従
三
位
、
源
博
雅
は
天
元
三
年
(
九
九

O
)
に
六
十
三
歳

で
亮
じ
て
い
る

(公
卿
補
任
)
の
で
、
親
王
が
亮
じ
た
延
長
二
年

(
九
二
四
)
で
も
博
雅
は
七
歳
で
し
か
な
い
。
「
意
趣
」
と
い
う
こ
と

は
無
理
で
あ
ろ
う
。

(
M
)

『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
も
、
「
南
竹
譜
貞
保
親
王
撰
」
と
あ
る

(
「
群
書
類
従
」
第
二
十
八
輯

一
七
五
頁
)。

(
お
)
「
群
書
類
従
」
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
以
下
の
「
奏
筆
相
承
血

肱
」
も
同
じ
。

(
お
)

「績
群
書
類
従
」
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。

(
幻
)

「新
訂
増
補
故
実
叢
書
」
に
よ
り
、
頁
数
を
示
す
。
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